９月総会議事録

２０２２年９月２６日

１．日時　２０２２年９月２６日（月）午後６時００分～午後７時１５分
１．場所　大阪弁護士会館２０１号，２０２号会議室
１．出席会員等　＜敬称略・五十音順＞
【会議室での出席会員】
愛須　勝也　　青木　佳史　　荒木　晋之介　飯島　奈絵　　今村　峰夫
岩本　　朗　　奥野　祐希　　木村　圭二郎　黒田　　愛　　小橋　るり
西念　京祐　　下枝　歩美　　高江　俊名　　田積　祥子　　戸谷　茂樹
富井　和哉　　中井　洋恵　　中島　宏治　　中村　和洋　　西田　　敦
西原　和彦　　濵田　雄久　　福田　健次　　堀川　智子　　松井　淑子
森下　　弘　　吉田　之計　　渡部　真樹子　小野　　宙（議事録作成）
【ZOOMミーティングによる視聴会員（オブザーバー）】
　有村　とく子　小野　順子　　河村　利行　　島尾　恵理　　平野　惠稔
堀　　智弘　　松本　智子　　松森　　彬　　峯田　和子　　宮下　泰彦
村瀬　謙一　　森野　俊彦　　山口　健一　　山口　昌之　　山田　庸男
山本　　淳　　山本　婦紗子

定足数が１３４名（委任状を含む。）であるところ，出席会員が２９名であり，委任状が２０６通提出された。
　上記のとおり定足数に足る会員の出席があったので，本総会は適法に成立し，幹事長の指名により副幹事長西原和彦が議長となり，開会を宣し，議案の審議に入った。

１　開会挨拶（幹事長　飯島　奈絵）
　
２　各委員会報告
（１）政策委員会（委員長　中島　宏治）
５／１２（木）正午～，日弁連・情報セキュリティ規程案勉強会をオンラインで開催した。
６月の日弁連総会において，「情報セキュリティ規程案」が上程される情勢のもと，どのような内容なのか，どのような問題があるのかを勉強しようという企画。概ね情報セキュリティ規程が重要であることは認めるが，問題は関心がない会員や対応が難しそうな会員をどうフォローするかが必要であるとの意見が相次いだ。小規模事務所用のガイドラインやモデル例をもとに，何度も研修することが必要ではないか，研修に参加しない会員対策をどうするか等の具体策が待たれる。

　今後の企画としては，政策シンポ（１０／７）が目下の目玉である。
・日程：１０月７日（金）１８：３０～２０：３０
・会場：弁護士会１２０５会議室（ハイブリッド）
・内容：弁護士の人権活動は持続可能か
～「ひまわり」の活動を通して人権活動の可能性を探る～
「ひまわり」の活動を通して，弁護士の活動が新たな領域に拡がっていく可能性を探るとともに，人権活動を持続可能な形で維持し，発展させていくうえでの課題について考えるため，次年度副会長推薦候補者である高江俊名会員（ひまわりの元委員長・日弁連「成年後見制度利用促進法対応ＰＴ」事務局長）をコーディネーターとして，本シンポジウムを企画している。

（２）研修委員会（委員長　西念　京祐）
○第１回研修企画「ウクライナの今，これまで。ロシア市民の思いは？」
　　・2022年5月13日(金)18時＠リアル（堂島Lo）とZOOM
　　・講師は　アザマト・シャキロフ（ロシア・ウズベキスタン弁護士）
　　・担当委員は，田積会員，腰田会員
　参加者　事前登録139名，当日瞬間最大110名の参加。ウクライナとロシアの歴史的関係，住民の心境，アイデンティティなど，報道だけでは分からないリアルな背景状況を知り，意見交換をすることができた。

○第２回研修企画『しくじり先生～教育事業撤退の経験から学んだこと～』
・2022年7月22日(水)午後6時～8時＠リアル（堂島Lo）とZOOM
・講師　河野研（公認会計士　河野公認会計士事務所所長）
・担当委員は中村会員，腰田会員，有本会員
・参加者　約30名
・士業がもし副業をするとしたら？公認会計士として十分な成功を収めておられる河野先生が，「地元の奈良で，老後も続けられる仕事がしたい。」という思いから，幼児教育の教室の経営を始めた。立地，事業の具体的内容，収支の予想など，さすが公認会計士の先生，完璧な計画に見えたが・・・というコンテンツとしての完成度も高い，そして示唆に富んだ，大変ためになるお話であった。

○第３回研修企画（開催予定）
『「裁判官！当職そこが知りたかったのです。」あれから５年…』～これを知らずに民事裁判に臨むなんて～
・2022年11月7日(月)午後6時30分～8時30分＠リアル（弁護士会）とZOOM
・講師は，岡口基一裁判官および中村真弁護士（兵庫県弁護士会）
・担当委員は，今井会員，中原会員，松浦会員
・「裁判官！当職そこが聞きたかったのです。」（学陽書房，2017）に掲載された，民事裁判で役に立つアレコレについて，さらに出版はできなかった内容を深めたお話や，5年経過した新たな話題を盛り込んで，お話し頂く。
「そこが聞きたかった」をさらに追求するため，質問事項も募集中。

（３）広報委員会（委員長　堀川　智子）
本日，春秋会報秋号の電子版発刊にこぎ着けることができた。本日の午後まで作業に費やしていた。発刊チラシをレターケースにも投函済。是非ともご一読されたい。なお，紙版の印刷の着手はこれからであり，ご希望の方には少々お時間を賜りたい。
当委員会は，春秋会内の委員会として委員の人数も最大規模であり，活発な活動を展開している。毎月のニュースレター発行，会報発刊準備，各種取材執筆等，精力的な活動がなされている。
このような委員会活動が持続可能なものとなり，維持活性化していくための提言を幹事会等において行ってきた結果，本年度予算中，委員会活動活性化費という予算項目の新設につながった。

（４）親睦委員会（委員長　宮下　泰彦）
直近２年度はコロナ自粛のあおりを受けて，思うような活動ができずにいたが，本年度は対策を十分に講じながら，企画の実現につなげている。
○６／７　７３期，７４期新人歓迎会＠レストランミッテ
７３期６名・７４期１５名を含め６２名が参加して，幅広い年代の先生方から貴重かつ楽しいお話しの数々を賜り，大変盛況であった。

○８／２７　オリックス京セラドームビスタルーム観戦企画
１４名にご参加いただき，オリックス勝利も相まって好評を博した。本企画は今後，恒例企画としたい。

○７３期７４期新人歓迎旅行　
　日程：令和４年１０月２８日（金）・２９日（土）　１泊２日
　場所：金沢
　目下の目玉企画であるが，参加人数にまだ余裕があり，引き続き参加を募っていきたい。

○７５期向け新人歓迎会を２月，歓迎旅行を３月に催行予定である。

（５）選考委員会（委員長　飯島　奈絵）
　所定の届出期間中，大阪弁護士会副会長推薦候補者として高江俊名会員から届出がなされ，意見表明を経て選考委員会において審議した結果，同会員を同会役員推薦候補者とすることに決定した。
　高江俊名会員を応援する意味においても，１０／７の政策シンポジウムにふるってご参加なされたい。

（６）若手会（担当副幹事長　富井　和哉）
親睦委員会と同様，直近２年度はコロナ自粛のあおりを受けて，思うような活動ができずにいたが，本年度は対策を十分に講じながら，企画の実現につなげている。
○７／８　追いコン兼新人歓迎会。感染予防対策がきちんと行われているホテルの会場を借りて開催し，４５名にご参加いただけた。
○７／２０　破産研修①（講師：浦寛幸会員）。
○８／５　ビアパーティ。換気対策のため屋外飲食も可能な店舗にて催行し，２０名程度が参加した。
○今後の企画として，９／２８破産研修②，１１／５グランピング＋ＢＢＱ企画，１１／１９若手会会派対抗ゴルフ等を予定している。

３　２０２１年度決算報告及び承認（前年度副幹事長　奥野　祐希，今年度会計監事　荒木　晋之介）
（１）決算報告
奥野会員：
配付資料のとおりであるが，１点補足する。
前年度予算に計上されていなかったものの予算執行がなされた。
「支出」「その他」「その他（予算計上できていなかったもの）」の３５，０００円であるが，これは７会派合同研修（２０２１年２月７日催行）の際の春秋会負担金である。会計引継ぎ以前に催行されていたが，支出のタイミングが前年度であったため，本項目に計上している。

荒木会員：
２０２１年度の本会計及び若手会会計について，収入や支出が春秋会の目的に沿うものであり，かつ，不適切な支出，不正な支出，不適切な会計処理は認められないため，２０２１年度決算報告書の内容は相当であり，記載内容について指摘する事項は認められない。

[bookmark: _Hlk115195067]上記の報告内容につき，会場参加者，オンライン参加者に対して質問，意見陳述を促したところ，質問，意見等は出されなかった。

（２）承認決議
ア　まず，会場参加者に対して，承認する場合は挙手するよう求めたところ，会場参加者はすべて挙手され，続いて不承認の場合は挙手するよう求めたところ，挙手する者はおられなかった。

イ　続いて，オンライン参加者に対して，本総会では同出席者に議決権はないものの，今後，総会についてもハイブリッド開催するという方向性も検討しているため，試行的にオンライン出席者の決議を取る旨の説明がなされた。
（ア）操作練習として，オンライン参加者に向けて，参加者名の表示を参加者自身の氏名表記に変更すること，及びカメラオンにすることについて改めて説明がなされた。その上で，Ｚｏｏｍ画面下リアクションボタンをクリックし，「手を挙げる」ボタンをクリックするよう促したところ，オンライン参加者から「手を挙げる」表示が行われた。
　続いて，経済産業省のハイブリッド総会マニュアルにおいて，オンライン出席者は，通信障害リスクや，決議時にＺｏｏｍを接続したままビデオオフで離席される場合，諸事情により採決に遅れる場合があり，定足数に影響しうること，そのため，オンライン出席者には，事前の委任状提出をお願いし，委任状を提出いただいた方は採決時に事前に提出した委任状と異なる意思表示をされる場合のみカウントすべきとされていることについて，説明がなされた。

（イ）これを踏まえ，試行的にオンライン参加者の方の採決が行われた。
まず，オンライン出席者のうち，事前に委任状で承認可であったものの，本日意見を変えて，承認不可とする会員について，挙手ボタンを押すよう求めたところ，挙手する会員はおられなかった。
なお，本総会では事前に提出いただいた委任状で承認不可の意見の会員はおられなかったため，承認不可から承認可に変わった会員については確認しない旨，説明がなされた。
続いて，事前に委任状を提出しておらず，承認する会員について，挙手ボタンを押すよう求めたところ，挙手する会員が３名おられた（なお，このうち２名については，事前に委任状を提出しておられた。）。
最後に，事前に委任状を提出しておらず，不承認とする会員について，挙手ボタンを押すよう求めたところ，挙手する会員はおられなかった。

ウ　これらの内容を踏まえ，２０２１年度決算の承認について審議した結果，別段の異議なく，満場一致でこれを可決した。

４　２０２２年度予算及び上半期中間会計報告（副幹事長　渡部　真樹子）
渡部副幹事長：
８／３１時点を中間報告基準時としており，予算に対する支出割合は９．０８％である。
もっとも，年度後半には大規模イベント・行事が続々控えているため，順次予算執行が増えてくるものと思われる。
以下，今年度７月幹事会で承認された，新たな予算支出項目についてご説明させていただきたい。

○若手会員活動活性化費
・新人歓迎旅行補助金：新人向け旅費補助，及び登録５年以内の若手向けの旅費補助（上限３万円）である。
・企画参加促進費：新設項目であり，各種行事，若手会以外の親睦行事について，登録１０年未満の会員が参加する場合，本会会計から一人３０００円を補助するという制度（年間上限３０万円）。

○委員会活動運営補助費・活性化費：新設項目であり，委員会内での懇親会補助や，懇親会に参加できないものの委員会活動に貢献している委員への補助を行う。一人３０００円に各委員会所属委員数，及び６を乗じた数を上限とする。

これら新設項目について，８／３１時点で執行はないものの，利用実績として，研修委員会から上記各申請がなされており，執行予定である。

上記の報告内容につき，会場参加者，オンライン参加者に対して質問，意見陳述を促した。

Ａ会員：
委員会活動運営補助費・活性化費の新設項目については，春秋会において複数年にわたって課題とされていた事項であり，本年度にこれを実現していただいたことは，非常に有意義だと考えている。
　８／３１時点までで予算執行がなされなかったことについては，制度自体がそれほど周知・浸透していないなど，何らかの事情があるのか。

渡部副幹事長：
　制度の周知・浸透度という点では，上記項目について，プランニングの段階から各委員会委員長からも数多くの意見を執行部宛に上げていただき，制度骨子を作り上げたため，周知は十分になされているものと考えられる。
　ただ，本年７月１９日付の幹事会において予算承認され，本件中間報告の基準時が８月３１日であったため，申請数が少ないものと考えられる。

５　大阪弁護士会理事者挨拶・会務報告（会長　福田　健次，同副会長　黒田　愛）
（１）副会長報告
上半期の活動実績のうち，公表されている主なものを資料に取りまとめている。
個人的に印象的であったのは，日弁理事会では，ハイブリッド・オンライン化の議論が世間でも進められている中で，リアルの要素を極めて重視しており，全国から多くの理事者が参加して，議論が交わされているということである。
残りの任期半年の中で，様々なテーマについて自分個人の意見を述べられるよう，さらに勉強を深めていきたい。

（２）会長報告
　コロナ禍は一時に比べ落ち着きを見せているとはいえ，現在も続いており，どこまで以前の水準に戻せば良いのか，見極めが難しい。大阪弁護士会では「脱コロナ～ｗｉｔｈコロナへ」も提唱しており，会議室人数制限は撤廃した一方，会員，職員も含めて多くのコロナ罹患者が出ていることも事実である。
　執行部の進め方について，いろいろご批判もあり得るところと承知しているが，感染状況は少しずつ終息に向かっているので，徐々に元通りに戻していければ良いと考えている。むろん，感染予防対策には十分に留意しながら，進めていきたい。

○大阪弁護士会
・１０／６付大弁臨時総会について：
中間法人に関する会則改正が予定されている。１１／１から法律施行されるため，このタイミングで開催しなければならない。定足数が設けられている関係上，ご無理を申し上げるが，会場へのご出席にご協力を賜りたい。

・３／７付大弁臨時総会について：
こちらは，①女性理事者の関係について，クオータ制までの導入には至らないものの，努力規定を設けることを検討している。
②若手会費の関係については，近時，谷間世代への一律給付実現の集会も開かれていたが，会費についてはそれほど議論がなされてこなかった。現状，７１期以降は２年間に限り会費半額で，７０期以上は全員同じ額の会費を納付している状況である。若手もコロナ禍のあおりを受け苦しい状況にあると考えられるため，入会後５年を目処として支援策をとることができないかどうか，検討している。
これらの取り組みが若手会員にも伝わることによって，若手会員が会務について興味を持ってもらえるかも知れないとの期待も込めている。
　
○日弁連
・３／３付臨時総会について：
①民事法律援助制度について：
現状，費用立替制度が取られているが，給付制を原則とすること，また弁護士報酬額の増額をする決議が検討されている。

②ＦＡＴＦについて：
昨年までの日本の取り組み状況に対する評価が厳しく，法律がさらに厳格な方向性へ改正される。
これに沿って，日弁連でも規則改正をしなければならない。

③再審法改正について：
会長の肝いりである。本部が立ち上げられ，法改正に向けて国会へ働きかけが行われている。

　　④その他：
自分自身の担当分野は刑事関係，ＬＡＣ関係であり，刑事の分野ではその中で可視化，ＩＴ化のテーマを主に担当している。法制審議会の審議が開始されたが，かなりの時間がかかることが予想され，そのバックアップを行っている。刑事の分野の中でも，侮辱罪の法定刑引き上げ，没収刑の対象物の拡大なども議論されており，法改正に向けて与野党ともに，弁護士会に対して意見照会を行ってきている。自分は週の半分を東京で，残り半分を大阪で過ごしているため，在京時のヒアリングには参加できているが，在阪時は参加が難しいのが課題だと感じている。
ＬＡＣ分野についても，本年度中に改正を予定している事項があり，追ってお知らせしたい。

○会長声明
９／７付で国葬に関する会長声明を発出した。憲法問題委員会の意見を踏まえながら，弔意が強制等されることがないよう厳に要請するという内容。

○上半期を振り返って・下半期への抱負
就任当初から，歴代の会長で一番，話しかけやすいと自負し，そう発信しているように，弁護士会８階にいつでも遠慮無く，来て欲しい。
就任から半年が経ったが，やるべきことが山積し，追い詰められているような状態である。自分の在任中の間にできることは早く決めたい，決めなければ間に合わなくなるように感じ，焦り始めている。
明日９／２７は日弁の正副で日帰り出張，翌日９／２８からは旭川での人権大会のために出張，週明け月曜日からは大阪の正副，・・・と続いていき，予定は詰まっているが，その中でも精力的に活動していっている。気兼ねなく来訪していただきたい。
あと半年，よろしくお願いします。

６　総会ハイブリッド化に関する意見交換（幹事長　飯島　奈絵）
（１）趣旨説明
幹事長：
コロナ禍後の春秋会総会について，リアル＋オンラインのハイブリッド開催を制度として導入するか，それともリアル開催のみに限るのか。
また，ハイブリッド開催を導入する場合，オンライン参加者に対して，どのように取り扱うのか。つまり，出席にも含めて，議決権行使も認めるのか，それとも出席とは取り扱わず，議決権行使も認めないか（本日の総会は，後者である）。
　先日，全会員向けに春秋ネット上において，上記の点に関するアンケートを実施したところ，２１名の会員から回答をいただいた。その結果は配付資料のとおりである。
内容としては，ハイブリッド開催を容認する，そしてハイブリッド開催の場合は出席取扱い，議決権行使まで認めるという意見が多数を占めた。
さらに，１６名の会員からは，意見も付記していただいている。
ここで，オンライン参加者を出席として取り扱い，議決権の行使まで認める場合，「総会の決議は，会員の５分の１以上が出席し（前項の代理出席を含む）、その過半数をもってする。」と定める会則４条７項について，同条項を改正し，「出席」にオンライン参加者も含むことを文言上明示する必要があると思われる。
来る３月総会において，このような規則改正まで行うかどうか，その辺りも含めて本日，ご意見を賜りたい。
春秋会総会においては定足数が設けられており，先ほど決算承認決議の際，氏名表記変更・ビデオオンのお願いをアナウンスしたが，ビデオオフのままでいらっしゃった会員もおられ，一時的に離席されていた可能性がある。オンライン化する場合，このような状況や通信障害リスクを常に念頭に置く必要があるため，オンライン参加者からは委任状をあらかじめご提出いただくという取扱いが望ましく，その点の制度設計も合わせて考慮する必要がある。
　自分自身，日弁連の総会オンライン化ＰＴに参加しており，時代の流れはやはりオンライン化に向かうだろうと感じられる。
他方，議場に参集して顔を合わせて議論することにこそ意義があり，そうしなければ充実した議論が難しいとの考え方も存在しており，この度のアンケート実施，そして本日の意見交換の機会を設けさせていただいた。
　なお，他会派の幹事長同士で本件について話題に上ったところ，総会オンライン化については，まったく検討されていないという意見が大半であった。そのため，導入の時機等に関する点も含めてご審議いただきたい。

（２）意見交換
ア　会場参加者の意見
Ｂ会員：
　オンライン化に当たって対応すべき技術的障害を取り除けば，そのメリットがデメリットを上回ると考える。
　もっとも，「平時の総会」と「戦時の総会」というものがあり得るとしたら，ハイブリッド開催は「戦時の総会」には向かないのではないか，という思いもある。総会に参加しているもの同士の温度感，熱量のようなものは，会場とオンラインではやや違うようにも感じられる。そこで，リアル開催とハイブリッド開催とを使い分けるということについて，その当否・可否も含めて検討されても良いのではないか。
　また，総会後に懇親会へ向かう流れは，ハイブリッド開催の場合は難しいように思われる。

幹事長：
　会員内の意見を二分するような，クリティカルな議題・議案に関する総会について，議場に参集して顔を突き合わせて行うべきであるというご意見も，お寄せいただいているところである。
　他方で，会員内の意見を二分するような，クリティカルな議題・議案こそ，遠方，業務，家庭その他様々な事情のもと，議場に臨場することが適わない会員にもオンラインで参加いただき，その意見も取り入れるべきである，というご意見もいただいている。
　また，議案の内容に応じてリアルのみとハイブリッドを使い分けるという制度を創設した場合，個別具体的な議案のうち，どの議案についてはリアル開催とするのか，どの議案であればオンライン可とするのか，判断基準を設けることが困難かとも思われる。

司会：
　ハイブリッド開催とリアル開催を選択制とする制度では，どのような基準で決定するのかという点に加えて，誰がこれを意思決定するのかという判断主体についても，整理しなければならない。
　仮に，リアル開催も排除しないという制度とする場合，原則はハイブリッド開催，例外的にリアル開催，という方向性になるのかどうかという点については，いかがか。

幹事長：
　その点についても検討を要し，悩ましいところである。
　本年度執行部では，オンライン参加者について，出席として取り扱い，の議決権行使も可能となるよう，会則改正を行うということを志向している。
　この点につき，検討すべき課題や，あるいは時期尚早であるといった，忌憚のないご意見をいただきたい。
　
Ｃ会員：
　コロナ禍，そして時流の変化に伴い，あらゆる場面でオンライン参加が日常化している。
　これを踏まえると，オンライン参加者による意見陳述はもちろん，議決権行使の面でも，可能な限り制度を前に進めるべきだと考える。
　とりわけ，オンライン参加者の議決権行使の場面において，取り組むべき課題が多いのかも知れないが，議決権行使の必要条件として，氏名を明記していただく，ビデオオンにしていただく等，一定の条件をクリアすれば，議決権の行使を認める制度とするなど，技術的な工夫で取り超えることができるのではないか。
　オンライン参加者から事前に委任状が出ているかどうか，議決権の重複カウントを防ぐため，議決の際に確認しなければならない点については，会場出席者であっても，重複カウント防止の要請は同じように働くため，オンライン参加者の議決権行使を制限する理由にはならない。
　春秋会として，技術的な工夫を凝らして，前に進めていくべきと考える。

司会：
　先ほどＢ会員から，議場内とオンライン上では，参加者同士の空気感に違いが出ることもあるとの旨のご指摘もいただいたが，いかがか。

Ｃ会員：
　真剣な議論をする上で，オンラインでは不可能であり，リアルであることが必要不可欠，ということはまったくない。

Ｄ会員：
　結論として，ハイブリッド開催を導入しても良いと考える。
　一般企業の株主総会でも同様に，議論が巻き起こることがほとんど無い議案が多数であり，あらかじめ委任状等で賛成多数が判明しており，議場で拍手にて承認されている。今後も，大多数の議案では，執行部提案を承認することになるだろう。
　仮に議論が白熱した場合，一つ一つの議決権行使を確かめて，オンライン参加者にも意思確認しないといけない事態も考えられるが，その場合でも，本日の試行的採決のような進め方でもかまわないと考える。厳格にやり過ぎる必要は無い。

Ａ会員：
　前年度執行部に引き続き，自分が幹事長を務めた年度も，ハイブリッド総会（意見陳述は認めるが，出席・議決権行使は認めない）を実施していた。
　前提として，オンライン参加者に対して発言すら許さないのは，選択肢としてあり得ない。実際，昨年度の総会においては，オンライン参加者の会員の方々から，積極的なご意見を出していただいていた。
　議決権行使については，様々な課題があるところであるが，大阪弁護士会の常議員会では，オンライン参加者も，議決権を認める運用で執り行われている。そのため，ルールを的確に決めて，総会の場でもこれを遵守する運用をすれば，総会オンライン化も実現できると考える。
　ただし，常議員会について見ると，当初はコロナ禍であるため，議場の参集者が少なくてもやむを得ないが，コロナ禍が終息したとき，出席も可能な状況であるはずだが，臨場せずオンライン参加する常議員も，将来的にはおられるかも知れない。コロナ禍以前のぎゅうぎゅう詰めの常議員会での白熱は，ハイブリッド化した現状，確実に失われていることは事実として否定できないところであり，失われたままでも良いのかどうか，自分の中でも整理がついていない。
　オンライン参加について，ルールとしては可とすることとし，失われてしまった熱量は，何か別の形で挽回する必要があるのかも知れない。
　オンライン化の結果として，熱量が失われてしまったことについては，率直に勿体ないと感じている。

Ｅ会員：
　１１月に開催予定の近弁連大会では，多くの議案が提出されるが，ＷＥＢ決議が予定されている。近弁連では，事前に常務理事会・理事会で決議案を十分に検討しており，大会当日は比較的穏やかに進行する。
　これに対して，日弁連ではリアル志向が強いことについては，黒田会員からも会務報告がなされたとおりである。
　また，中国弁護士大会（近弁連大会の中国地方版）では昨年度，ＷＥＢ参加は可であるものの，発言権あり・議決権なしであった。中国弁護士大会は大会決議案について，５つの単位会からそれぞれ議案が提出されて審議され，修正決議に至ることもあるため，精密採決が必要な場合も多く，実際に過去に数票差になったこともあるとのことである。そのため，議決権についてはＷＥＢの出入りや通信途絶の問題もあり，現時点では見送られている。
春秋会総会では，精密採決が必要かどうか疑問であり，仮に必要な議案であった場合でも，現状カウントも可能と考えられるため，オンライン化を導入しても良いのではないか。

イ　オンライン参加者の意見
Ｆ会員：
　春秋会総会では，精密採決が必要になる場面は少ないのではないか。意見が拮抗するということは少ない気がしている。
　自分は郊外型事務所であり，春秋会は家事・育児との両立を掲げていることもあって，そのような会員の方々も参加しやすい，また業務も開始直前までやりやすい，ハイブリッド開催のメリットはやはり大きいと感じる。
　常議員会のオンライン化も２年半にわたって継続されており，その評価については分かれるかも知れないが，自分自身の感想としては，オンライン参加者であっても，的確かつ積極的なご意見を述べる方も数多くおられる。
　オンライン化に賛成である。

７　嘱託弁護士退任，後任嘱託弁護士就任のご挨拶

８　閉会挨拶（副幹事長　松井　淑子）
　本年度執行部は，飯島奈絵幹事長を中心として，エネルギッシュかつ柔軟に，様々な取り組みを前に進めていきたいと考えている。
　本年度前半のテーマは，委員会活動活性化費を中心とした，会派活動の活性化を取り上げ，予算項目の新設につなげることができた。
　本年度後半のテーマは，総会のオンライン化であると考え，引き続き取り組んで参りたい。
以　上
